
わが国有事における日本赤十字社の役割と課題に関する考察

1.研究者

日本赤十字秋田看護大学看護学部教授井上忠男

2.研究の目的

本研究は、日本赤十字社の機能、役割を、現代における戦時というコンテキストから解

明し、得られた知見を今後の日本赤十字社の有事における事業及び政策立案等に役立てる

ことを目的とする。

3.要旨及び本文

有事において軍の衛生活動を補助する赤十字要員は「軍法に従わなければならない」と

するジュネーヴ、第 1条約第 26条の規定は、赤十字社の自主独立を誼う赤十字の基本原則と

いかに調和できるか。また同条のコロラリーとして軍の指揮下で医療活動に従事する赤十

字要員の法的地位はいかに理解すべきか。現下の法体系が赤十字社及び篤志救済団体の軍

衛生部隊の補助活動を排除しておらず、有事の当該活動を規律する国内法規則が存在しな

い現在、これらの活動に従事する事態が生じた場合に想定される問題は何か。

本稿では、軍と赤十字の歴史的関係から軍の指揮下で行われる赤十字活動と自主性原則

の関係を明らかにし、一見矛盾するこれらの調和的解釈の可能性を探る。併せて赤十宇社

などの篤志救済団体による軍の傷病者の医療救護を想定した圏内諸規則を欠くことが、万

一の場合、軍の指揮下で行動する可能性のある当該要員の地位を暖昧にしている現状を射

照する。そして、この状況を改善するために関係当事者がとるべき措置は何かについて考

察する。

なお、本稿では有事の語を「武力攻撃時Jr武力紛争時」又は「戦時」の概念で使用する。

1.はじめに

わが国に有事(武力攻撃事態)が発生した場合、日本赤十字社(以下、「日赤J)はいか
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なる立場でいかなる役割を担うことになるのか。

有事関連法整備の一環として平成 15年に制定された「武力攻撃事態等における我が国の

平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律J(以下、「国民保護法J)は、有事

における日赤の役割を規定し、同法に基づき日赤は、日本赤十字社国民保護業務計画を作

成し有事の日赤業務の指針としている。

しかし、国民保護法は国民(文民)に対する日赤の医療救援活動等を定めたものであり、

わが国が締約当事国である「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する 1949

年 8月 12日のジュネーヴ条約(以下「ジュネーヴ第 1条約J)なと、四つのジュネーヴ、条約

(以下「ジュネーヴ諸条約J)に基づく各国赤十字社の主要業務である軍(自衛隊)の傷病

者に対する医療救援活動については有事関連法においても議論の姐上にすら上らず、当該

活動の具体的な実施方法、手続き等の詳細規則は不明確なままである。

1949年のジュネーヴ、諸条約成立当時に比べ、米軍など主要国軍隊の衛生機関は格段に整

偏された今日においては、特にジュネーヴ、第 1条約第 24条が規定するような自衛隊の傷病

兵の救護活動に日赤要員が従事する可能性は少ないだろう。しかし、ジュネーヴ、諸条約の

規定が現在有効であり、条約義務により設立された団体 (Treatyobligation 

organizat ions)である各国赤十字社が有事に同条約で規定する役割を担う可能性はゼロで

はない。例えば、諸国の赤十字社法1の中には、今日でも戦時における軍の衛生部隊の補

助活動を明確に規定するものがあること、赤十字国際委員会(以下、 11CRCJ)は、武力紛

争時に「軍隊の対応能力を上回った事態が生じたときは、赤十字社は衛生要員を軍隊の衛

生部隊の利用に供するよう努める。J2ことを推奨し、そのための指針を作成してこと、ま

たわが国の場合、自衛隊衛生部隊の能力は必ずしも十分ではなく武力攻撃の状況次第では

民間医療関係者の協力を得る可能性があることが指摘されていることになどを想起する

と、こうした活動を「想定外」と一蹴することはできないだろう品。

この問題は、戦後の平和憲法下においては戦前の従軍看護婦や救護看護婦を連想させる

ため直接的議論の対象にされなかったこと、特に問題の性質上、赤十字機関以外の関心を

集めにくいテーマであること、またジュネーヴ、諸条約上の義務の履行は各国赤十字社の当

然の活動と国際的には看{故されていること 4などが、本テーマの論考が国内外で殆ど見ら

れない背景にあると思われる。

もとより本稿の目的は、日赤がこれらの活動を担うべきであると主張することでも、そ

の現実性を論じることでもない。ジュネーヴ、諸条約を含む現行法制度が軍の傷病者救護を

補助する各国赤十字社の役割を排除していない以上、こうした状況に至った場合に想定さ

れる問題を考察することが本稿の目的である。

有事の日赤の活動には、「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律J(以下「捕

虜取扱法J)等で定める捕虜の医療診断に係る医師の推薦等もあるが、これらの検討は別稿

に譲ることとし、本稿では特にジュネーウ、第 1条約第 26条が、第 24条の傷病者救護(傷

2 



病者の捜索、収容、輸送、治療、疾病予防等を含む。)に従事する赤十字社及びその他の篤

志救済団体の要員に対し、「軍法に従わなければならない」を定めていることから、日赤の

自主性の尊重が法により保障されている現在における同規定の解釈のあり方及び日赤要員

が自衛隊傷病者の医療救援に従事する場合の課題を中心に考察する。

II.有事の赤十字活動の法的基盤

1.自衛隊衛生部隊の支援活動に関する法規則

武力紛争時に自衛隊の衛生活動を補助する日赤の活動の法的基盤は、わが国が締約当事

国である 1949年のジュネーヴ諸条約及び、11949年 8月 12日のジュネーヴ諸条約の国際的

な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書J(以下「第 1追加議定書J)並びに国内法

としての日本赤十字社法(以下「社法J)及び日本赤十字社定款(以下「定款J)が主なも

のである。

まず、ジュネーヴ、第 l条約第 24条は、軍の傷病者の捜索、収容、輸送若しくは治療又は

疾病の予防に専ら従事する要員の尊重と保護を規定し、第 26条は、第 24条に掲げる要員

と同ーの任務にあたる「各国赤十字社及びその他の篤志救済団体の職員」は、第 24条に掲

げる要員と同一の尊重と保護を享受する旨を定める。一方、社法第 l条は「日本赤十字社

は、赤十字に関する諸条約及び、赤十字国際会議において決議された諸原則にのっとり、赤

十字の理想とする人道的任務を達成することを目的とするJ5と定め、定款第 47条は 1(1 ) 

戦時、事変等において、赤十字に関する諸条約に基づき、戦傷病者の救護、捕虜抑留者の

援護及び文民の保護に従事すること。jと明確に定めていることから、ジュネーヴ、諸条約で

規定された業務、すなわち戦時における軍の衛生活動の補助業務は日赤の有事の活動から

排除されていないことになる。特に定款第 47条は、「戦傷病者」について特段、軍人と文

民を区別していないこと、また「文民の保護」については別に特記していることから、「戦

傷病者」に軍の傷病者が含まれると解するのが自然である。これは国民保護法が「文民の

保護」に限定しているのに対し、社法と定款は一層広範な有事の日赤活動を想定している

といえる。

この他、自衛隊法第10"3条 2項に文民の医療従事者等への業務従事命令に関する規定が

あるが、本規定は個人を対象とし組織を対象としないので本稿の考察から除外する。

2.第 26条の「軍法に従わなければならない」の意義

1 )軍法と赤十字の基本原則の関係

さて、第 26条との関連で問題となると思われるのが同条後段にある「但し、それらの団

体の職員は、軍法に従わなければならない。」との文言である。軍法の体系は国により異な
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るが、辞書6によれば、「軍隊の統治に関する法令、規則の体系」とある。わが国の場合、

軍法に相当するものは必ずしも明確ではないが、通常、防衛省設置法、自衛隊法、自衛隊

法施行令、自衛隊法施行規則、陸上自衛隊服務規則、陸上自衛隊服務細則等がこれに含ま

れると思われる。

では、「軍法に従わなければならない」という原則は、戦後、確立された「赤十字の基本

原則」に定める赤十字社の自主性の尊重や政府からの独立を謡った赤十字の基本原則宣言

といかに調和することができるのか。調和するとするならば、いかなる理由によりそうな

のか。また実際に軍の統制下に入る場合にいかなる問題が生じる可能性があるのか。近年

の戦時の事例は不明であるが、平時において軍の統制下で民間医療関係者が軍の衛生部隊

と協働する場合の問題については、 2004年 12月初日に発生したインド洋津波災害の救援

において指摘されている。例えば、米国海軍の病院船 iMercYJを活用して行われた医療支

援において同艦上で活動する民間医療関係者をどこまで軍の規律で統制すべきか、といっ

た問題が生じたことが報告されている。 7

2) i軍法に従わなければならない」という理念の起源

この文言が条約に規定された経緯は、赤十字社創設当初の経緯にまで遡る。 1863年、各

国への赤十字社(当時は「傷者の救護社」と呼称。)の設立が議論されていた当時、この新

たな団体の戦場での活動を阻む障害の一つが諸国軍隊の反対であった。スパイ活動が日常

的であった当時の戦場では、得体の知れない民間団体が軍の衛生業務に参入することを軍

当局は極度に警戒していた。この警戒心を解消する妥協策として軍の統制下に入り活動す

るという条件が提示された。この条件を赤十字と軍の双方が受け入れたことで赤十字社の

設立が実現した。宣蔀十字は、軍の統制下に入るという「形式」を受容することにより揚

病者を救済するという「実質」を獲得したことになる。このため、各国に救護社を設立す

るためにジュネーヴで、 16カ国が採択した 1863年 10月29日の赤十字規約(Resolutionsof 

Geneva Internat ional Conference. Geveva. 26-29 October 1863)第 6条は「軍の当局の

要請文は同意により、救護社 (Commit tees :後の赤十字社)は、篤志医療要員 (Voluntary

medical personnel)を戦場に派遣することができる。その際、これらの要員は軍の指揮下

(under mi 1 i tary command)に置かれるものとする。j と定めた。これが軍の衛生活動に対す

る赤十字社の篤志救護活動が「軍の指揮下Jで行われる慣行の起源である。

軍の指揮下に置く必要性は、救護要員が軍事情報を保持する軍施設内で活動すること、

軍の傷病兵自身が軍事情報の保持者であること、傷病兵には敵国兵士が含まれる場合があ

ること等の理由があったためと考えられる。

3) 1906年のジュネーヴ、条約で、明記

その翌年、 12カ国の間で締結された 1864年のジュネーヴ条約は、軍の野戦病院と陸軍

病院の局外中立と赤十字標章によるそれらの保護を定めたものの、赤十字社の設立とその

4 



役割に関する規定は一切存在しなかった。

一方、各国に次々と設立されていった赤十字社は、赤十字規約第 6条で規定する通り、

「軍の指揮下 (p1 aced under mi 1 i t ary command) Jで活動することを旨とした。この規定は、

1906年にジュネーヴ、条約が改訂された際、その第 10条で「篤志救済団体 (yoluntaryaid

societies:邦語公定訳では「篤志救岨協会J)Jの要員の地位について初めて言及した中で、

「但シ、該人員ハ陸軍ノ法律規則ニ服従スヘキモノトス」との表現で始めて条約上に規定

された0' その文言は、「軍の指揮下に置かれる (placedunder mi li tary command) Jから「軍

ノ法律規則ニ服従ス (subjecttomilitary laws and regulations)Jに変更されたものの、

軍法に従うことは軍の指揮下に入ることのコロラリーであるので両表現は同義と見てよい。

これにより各国赤十字社の救護要員の国際法上の地位と活動条件が初めて明確になった。

以後、「軍法に従わなければならない (subjectto military laws and regulations)Jの

文言は、「戦地軍隊に於ける傷者及び病者の状態の改善に関する 1929年7月27日のジュネ

ーヴ条約J(以下 i1929年のジュネーヴ、条約J)及び現在有効の 1949年のジュネーヴ諸条

約にもそのまま踏襲されている。

3. 1929年のジュネーヴ条約と日赤を巡る状況

第二次世界大戦時におけるジュネーヴ条約を巡る法的状況を概観すれば、日本政府は

i1929年のジュネーヴ条約Jに調印、批准していたが、「捕虜の待遇に関する条約」につ

いては調印したものの陸海軍、枢密院の反対により批准しなかった。 8しかし、昭和 16年

12月9日、東郷茂徳外務大臣宛の赤十字国際委員会の提議を受け、国際法上の相互主義の

立場から、昭和 17年 l月29日同条約の規定を捕虜及びー殻被抑留者に実質的に準用した

措置を取ることをスイス公使及び各国政府宛に通知した。 9

一方、日赤は、既に明治 32年に陸海軍省それぞれの内訓により軍の衛生部隊の唯一の独

占的な補助機関として位置づけられ、日赤以外の団体が戦時救護に従事することは許され

なかった。 10それまでのジュネーヴ条約は篤志救済団体の名称を特記していないことから、

この資格を有するわが国の団体を日赤に特定する必要があったためと思われる。この点は、

戦後改訂された 1949年のジュネーヴ条約第 26条が「各国赤十字社及びその他の篤志救済

団体」と赤十字社の名称を始めて特記し、その特権的地位を明確にしたのとは異なってい

た。

4.戦前の日赤救護員の法的地位

昭和 13年 9月9日の日本赤十字社令(以下、「社令J)は、第 7条 2項で「陸軍大臣海軍

大臣ハ日本赤十字社ノ事業ニ関シ監督上必要ナル命令ヲ為スコトヲ得」と、また定款(明
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治 34年制定、昭和 19年改正)第9条は、「戦時ニ在リテハ当該官庁ノ命令ニ従ヒ傷者病者

ヲ救護スルコトJと定め、これにより「軍の衛生機関の需助Jに配属された日赤救護員は

軍の指揮下に置かれ、社令に基づき軍の階級に準ずる待遇を受けることとなった。しかし、

その詳細内容は明文規定がなく救護員が配属された部隊により取扱は区々であ(った。

しかし、このような待遇と軍刑法の適用関係が不明確だったため、日赤の佐野社長は、

「救護員は社令により将校及び下士卒の待遇を得るが、これは資格に応じた待遇を規定し

たまでであり、刑罰については陸海軍刑法及び懲罰令により処分されることはないと理解

しているが、その通りでよいかJ(筆者による原文要約)とする趣旨の質問状「戦時服務中

ノ救護員刑罰ニ関スル件(明治 35年 l月 15日 人甲第九競)Jを陸海軍大臣宛に送付し、l

それぞれの見解を求めた。これに対し陸軍大臣は、日赤救護員は r<略>軍属トシテ陸軍

刑法、陸軍懲罰令ノ適用ヲ受ケルモノトス」と、また海軍大臣は r<略>戦時服務中ノ赤

十字社救護員ノ刑罰ニ関スル件ハ伺之通J11と回答した。つまり陸軍は日赤救護員にも軍

刑法等が適用されるとしたのに対し、海軍は原則(但し、適用に関する明文規定のある者

を除く)として軍刑法は適用されないと回答した。両省の見解の微妙な相違は、日赤救護

員の身分は明確な判断が実際には下しにくかったことを物語っている。

これらを背景に昭和 14年 7月 17日、陸軍大臣板垣征四郎名で「戦時衛生勤務ニ服スル

日本赤十字社救護員ノ取扱ニ関する件達J(陸普第四四三八競)が発せられ、衛生部隊に編

入され部隊の指揮下に入った救護員は、配属部隊において宣誓を行い、陸軍に属する「軍

属J12として扱われた。また配属された要員は、その職階により将校または下士卒と同等

の待遇を受け、救護員給与は社令に基づき官給された。 13これらが日赤救護要員の身分、

地位の概要だ、った。

m.自衛隊員への医療支援における課題

1. 1949年のジュネーヴ諸条約と日赤を巡る法的状況

今日の日赤の有事活動の法的基盤は、既述した 1949年のジュネーヴ諸条約と第 1追加議

定書並びに社法と定款及び国民保護法である。

まず、既述したようにジュネーヴ、第 l条約第 24条は、軍の傷病者の「捜索、収容、輸送

若しくは治療又は疾病の予防にもつばら従事する衛生要員、衛生部隊及び衛生施設の管理

にもっぱら従事する職員並びに軍隊に随伴する宗教要員は、すべての場合において、尊重

し、且つ、保護しなければならない。」と定め衛生要員の一般的保護を彊っている。また第

26条は、「各国赤十字社及びその他の篤志救済団体でその本国政府が正当に認めたものの

職員のうち第 24条に掲げる要員と同ーの任務に当たるものは、同条に掲げる要員と同ーの

地位に置かれるものとする。但し、それらの団体の職員は、軍法に従わなければならない。J
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と定める。第 26条は、わが国が 1953年 10月 21日、本条約に加入するに際し、いかなる

留保も解釈宣言も付していないことから文言通り誠実に解釈する必要がある。そこで問わ

れるのは、戦後、日赤の自主性と独立の原則が赤十字の基本原則及び圏内法(日本赤十字

社法、定款及び国民保護法、)により確立された今日において、第 26条はいかに解するべ

きかという問題である。

2.赤十字の自主性原則と軍法遵守の両立的解釈

1952年制定の社法第3条及び定款第5条は、それぞれ「日本赤十字社の特性にかんがみ、

その自主性は、尊重されなければならない。JI本社は、赤十字の基本的原則に従いその自

主性を堅持して運営する。j と定め、また 1965年に採択された「赤十字の基本原則」宣言

は、その「独立の原則Jにおいて赤十字社の政府からの独立を宣言した。

他方、ジュネーヴ、第 l条約第 26条の ICRCコメンタリーは、「篤志救済団体の職員は、実

際上一時衛生機関に配属され、その命令に従うものであるJ14とし、赤十字社要員が軍の

指揮下に入ることを当然視している。この論理は、既述した赤十字規約第 6条の「軍の指

揮下に置かれる」原則を 1949年のジュネーヴ第 l条約第 26条が継承しているという理解

に依拠すると考えられる。

では、「赤十字社の自主性の尊重j の理念と軍法に従うことを規定したジュネーヴ、第 1

条約第 26条の理念はいかなる解釈により調和が可能なのだろうか。以下に幾つかの解釈の

可能性を検討する。

1 )一時的指揮権移行論

第一の解釈は、第jEr6条の適用は、軍への日赤要員の一時的配属における指揮権の一時約

移行を規定したものであり、日赤組織全体を管理下におく戦前の体制と異なるので本質的

に赤十字の自主性の尊重を阻害するものではないと解する見解だろう。これをここでは「一

時的指揮権移行論Jとする。

この解釈は、ジュネーヴ諸条約が赤十字社の組織と活動の法的基盤を定めた国際法であ

り、赤十字機関のみを拘束する赤十字の基本原則より上位の法であり、赤十字社はこれに

従う義務があるとする理解である。また軍の指揮下に置かれることは 1864年のジュネーヴ、

条約成立当初からの慣習的規則と考えられること 11さらに同条コメンタリーが解説する

ように要員の軍への配属は「一時的な配属」であり、かつ、当該業務に配属された要員の

みを拘束し、その他の日赤職員及び日赤組織全体が自衛隊の管理下に置かれるものではな

いので、通常、日赤の自主性を害するものではないともいえる。これは、自衛隊法第 80

条により有事には全組織が自衛隊の指揮下に入る文民機関である海上保安庁とは異なって

いる。
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もっとも、この解釈でも依然として当該要員の身分の問題は明らかではない。特に要員

は一時的に軍の指揮下に置かれ、配属先である自衛隊の服務規律(軍法の一部を構成する)

に服するとしても、その身分は引き続き文民の地位を享受すること 16、また「条約中には、

それらの者が衛生機関の構成員となり、従って軍隊の一部となることを意味する規定はな

い。J17としていることから、軍法に従うことが即、要員の身分を明確にするものでないと

いえる。つまり、第 26条は、日赤職員が軍法に従わなければならないという「原則」を定

めたまでであり、その配属条件は暖昧なまま残した。これらの判断については、「団体が衛

生機関に援助を与える条件は、各国の国内法及び各国の判断によるJ18とICRCコメンタリ

ーにあるように、最終的には個別国家の裁量に委ねられていると考えられる。

2)基本原則優位論

第二の解釈は、これらは相互に対立する概念であり、基本原則の遵守を優先すべきとす

る考え方である。これを「基本原則優位論」とする。

この解釈は、今日の民主国家における赤十字社は、戦前と異なり一層自主的な運営が保

障され、赤十字の基本原則は赤十字機関の極要であり、ジュネーヴ諸条約も赤十字の基本

原則の尊重を保障していること 19、戦前にはなかった日赤の「自主性の尊重」に関する規

定が社法や定款、国民保護法で明確に規定され、保障されていることなどに依拠する。し

かし、この場合、軍法に従うことを条件に軍の衛生要員と同等の地位と保護を規定した第

26条は適用されなくなり、同規定による保護 20を享受できなくなる。とはいえ、この場合

には文民の医療要員として、「戦地における文民の保護に関する 1949年 8月 12日のジュネ

ーヴ条約J(以下「ジュネーヴ第4条約J)及び第 1追加議定書の規定 21による保護が適用

されることになる。したがって、ジュネーヴ第1条約による保護の放棄を認識した上で、

第 26条の適用外の活動と位置づける解釈はありえるかもしれない。もっとも、この場合に

は幾つかの間題が生じる。

まず、この解釈はジュネーヴ諸条約の法の趣旨に著しく逸脱する。ジュネーヴ諸条約を

存立基盤とする赤十字機関が自らの組織が依拠する法を逸脱あるいはその解釈を歪めるよ

うな解釈を取ることは道義的にも許されないだろう。 1969年の条約法条約第 31条 l項は、

「条約は文脈によりかっその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、

誠実に解釈するものとする。Jと定めるからである。

次に、軍の施設は平時においてさえ極めて厳しい管理下にあり、自衛隊病院等の民間開

放施設を除き、通常、一般文民が許可なく立ち入ることは困難であり、有事においては一

層厳しい管理下に置かれる。従って野戦病院であれ自衛隊病院であれ、傷病兵の救護施設

も日赤救護員が許可なく立ち入ることは困難だろう。これは先に言及したインド洋津波に

おける米国の病院船艦上での民間医療要員と軍の要員の協働時における軍の統制問題でも

浮きぼりになった。
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こうした状況下で、活動を許可する前提になるであろう「条約が要請する軍法Jに従う

ことも拒否し、軍の指揮にも入らない要員が施設内で活動を認められる可能性は低い。第

1追加議定書第 15条4項も、関係紛争当事者が必要と認める「監督及び安全のための措置

に従うことを条件」として文民医療要員は役務を必要とするいずれの場所にも立ち入るこ

とができるとしているからである。

しかし、軍の衛生要員が極度に逼迫する状況下で条約義務団体としての特別な地位にあ

る日赤の役割を考慮し、軍法に服さないことを黙認した上で活動を許可するという自衛隊

側の判断はあり得るかもしれない。第 26条のコメンタリーが衛生機関を援助する篤志救済

団体の条件は各国の国内法やその判断によるとしていることもこの解釈に援用できるかも

しれない。しかし、このような玉虫色ともいえる暖昧な身分で救護員が活動することは事

故発生時等における責任の帰属関係について日赤と自衛隊問で争いを生む可能性があるこ

とから、双方ともこの方法を選択する可能性は低いだろう。

3)相互二元論

第三に、そもそも軍法と日赤の自主性の尊重は衝突する概念ではなく別次元の論理であ

ると解釈することも可能だろう。これを「相互二元論」とする。

この解釈は、軍法と赤十字の原則は異なる領域に属するものであり、両者を同列に語る

ことはできず、また軍法の具体的な内容は実際の業務遂行において赤十字の基本原則と衝

突を生じるものではないとする考え方に立つ。これを明確にするには、いわゆる軍法に相

当するわが国の諸規定を個々に精査、検討する必要があり、一概に即断することはできな

いが、自衛隊法、自衛隊法施行規則「第 3章6節 服務規律J(第 57"-'65条)、陸上自衛隊

服務細則等を概観する限り、一般的に赤十字の独立、自主性の原則とこれらが衝突する可

能性はほとんと、ないと考えられる。したがフて、 f軍法の遵守」を謡う条約規定は、通常、

日赤要員の活動の実際的な障害になるとは考えにくいだろう。

これらの解釈のうち、ジュネーヴ諸条約の趣旨及び、赤十字の自主性の尊重に照らして考

えれば、第 26条を誠実に解し、なおかつ赤十字の基本原則とも調和的な解釈は、 1)の解

釈が妥当と思われる。これに 3)の解釈を援用することで二つの概念の両立的解釈が可能

となるのではないだろうゐか。

しかし、両立的解釈が可能だとしても、自衛隊と協働する場合における日赤要員の地位

は必ずしも明らかとはならない。特に日赤要員の自衛隊への配属条件や実務的手続などは

条約に詳細規定がなく国内規則も存在しないことから、実際の活動に際して戸惑いが生じ

る可能性は排除できない。

こうした不備を解消するために、例えば戦前の「戦時衛生勤務ニ服スル日本赤十字社救

護員ノ取扱ニ関する件達j に相当するような配属条件、事故時の責任帰属等を明記した協
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定を日赤と防衛省間で取り交わすことも考えられる。 22

3.活動地域に関する問題

この他、日赤要員の活動地域は戦闘地域か非戦闘地域かという問題もある。

これについてジュネーヴ、諸条約、社法、定款等に明文規定はないが、ジュネーヴ諸条約が

赤十字社その他篤志救済団体の活動地域を明示的に制限していないこと、また、第 1追加

議定書第 17条 1項が、赤十字社のような篤志救済団体は、自発的に行う場合であっても、

「侵略され又は占領された地域においても、傷者、病者及び難船者を収容し及び看護する

ことを許される。」と規定すること、また同項でいう「侵略された地域Jを自衛隊法第 103

条 1項で定める「防衛出動に係る地域J23と解するならば、条約上、赤十字社が戦闘地域

で活動することは排除されていないことになる。

しかし、一方で国民保護法第 17条が、指定公共機関が実施する対処措置の安全の確保を

定め、危険地域において民間機関の要員が業務を行うことは想定していないこと、また自

衛隊法第 103条 2項も「当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域」においてのみ医療従事

者等に業務従事を命じることができる旨を定めていることから、日赤要員が戦闘地域で活

動を要請されることも、またそのような地域での活動を申し出ることも想定されていない。

もっとも、いかなる現行法も危険を承知の上で戦闘地域での活動を任意に申し出ることや

契約に基づきそうした業務に従事することを禁じていないのは言うまでもない。

なお、現代の武力攻撃事態では、かつての戦争のような地上部隊の侵攻を前提にした戦

闘地域と非戦闘地域という概念は成立しにくいと考えるならば、非戦闘地域又は後方地域

の特定を前提とする民間医療要員の協力自体が難しい問題を苧んでいるといえるだろう。

N.むすび

自衛隊の指揮下における日赤要員の活動に関する議論は、平和憲法下の今日極めてセン

シティブな問題を苧んでいるともいえる。そのことも有事法制整備の一環としてこれらの

問題が姐上に上らなかった背景の一因と思われる。

一方、軍と連携して行動する文民要員の地位については、近年、軍の管理下で活動する

民間(文民)請負業者 (civiliancontractors)や民間軍事会社 (PrivateMilitary 

Companies)等の法的地位を巡り多くの研究がなされているが、筆者の研究不足もあり本稿

の論点に直接関連する研究成果は特定できなかった。特に、これら新たな要員を巡る議論

とは異なり、軍の傷病者救護にあたる医療要員の地位はジュネーヴ諸条約等の国際慣習法

で明確に確立されており同列に語ることはできない。しかし、実際の業務遂行にあたって

はわが国に具体的な指針となるべき諸規則がないことから、万一の事態において混乱を生
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じる可能性は否定できない。こうした事態を防ぐためにも関係機関が平素から必要な研究

を行い、必要な措置を講ずることが重要であり、そのための問題提起が本稿の目的の一つ

でもある。

その上で明確にしておくべきことは、元来、ジュネーヴ第 1条約~第3条約の適用状況

は、第4条約及び追加議定書並びに国民保護法の趣旨とは異なり、国家機関としての軍の

要員への支援における諸条件を規定している点である。従って、当該業務における赤十字

社や篤志救済団体の人道的支援が自発的 24なものか要請によるものかに拘わらず、その業

務が国家機関である軍に対する支援であるという本質は変わらない。先の大戦時における

日赤救護看護婦の活動が、昭和 53年 8月3日の 6党合意に基づき「兵に準ずる処遇Jが認

められ軍人思給制度に準じて旧日本赤十字社救護看護婦等慰労給付金の支給対象となった

のも、この業務の国家的性格を国が認定したためといえる。

もとより、赤十字の戦時の傷病者救護は、軍民を問わず行われるのが原則であるが、国

家の命令で戦闘任務に派遣され、負傷した兵士を救済するのは元来国家の責務といえる。

その責務の一端を篤志救済団体が担うとするならば、そのことに起因する問題の最終的な

責任は、ジュネーヴ、諸条約加入に際し自国の責任において当該赤十字社の活動を承認した

国家に帰属するといえるのではないか。この原点を踏まえた上で、この問題の関係当事者

は万一の事態において課せられた任務を円滑に履行するためにも、想定される問題点があ

ればそれを特定、分析し、必要な措置を取ることが必要だろう。

なお、本稿は軍の管理施設下での活動をテーマとしたが、軍民の傷病者を殊更区別しな

い第 1追加議定書の理念に立てば、文民病院が同施設内で軍の傷病兵を収容、治療するこ

とも想定されるが、その場合に生ずる問題についても本稿の議論とは別に検討する必要が

あるだろう。

本稿の考察は紙数の制約もあり不十分であるが、今後、関係当事者が本件を議論の姐上

に載せ、更なる精轍な研究がなされることを期待したい。

註

1 例えば、2008年 l月31日改訂のカナダの 1909年 5月 19日の"An Act to incorporate 

the Canadian Red Cross Society" art. 2 (1)は、「戦時において軍の傷病者に篤志の援助を
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17 向上同頁.

18 向上同頁

19 第 1追加議定書第 81条2項， 3項.

20 ジュネーヴ、第 1条約第 24条"-'2 6条、第 28条を参照.例えば，捕虜とはならないが捕虜

条約規定の利益を受ける権利等を享受する.

21 ジュネーヴ第4条約第 10条、第 20条及び第 1追加議定書第 12条~第 17条

22協定に盛り込むべき事項等については、「紛争時の各国赤十字・赤新月社の役割に関す

るガイドラインj、p.66以下を参照.

23 自衛隊法第 76条、第 102条を参照。同法では、戦闘地域、非戦闘地域という文言は使

用せず、前者を I(防衛出動)に係る地域」、後者を I(同地域)に係る地域以外の地域j

と規定する.

24 第 1追加議定書第 17条 1項は、赤十字社が自発的に行う救済活動の権利と保護を規定

する.
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